
一般廃棄物収集運搬業の手引き 新旧対照表 

現行（本編 P.16） 改訂後（案） 

 

 

 

 



一般廃棄物収集運搬業の手引き 新旧対照表 

現行（本編 P.20） 改訂後（案） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



一般廃棄物収集運搬業の手引き 新旧対照表 

現行（本編 P.48） 改訂後（案） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑸ 緊急時（土・日・祝日の故障等）の対応 

① 搬入する処理施設の職員の指示に従うとともに、当該施設へ「臨時車両使用承認申

請書」を提示し、緊急用の臨時車両マグネットの貸与を受けたうえで業を行ってくだ

さい。 

② 申請後直近の平日に、資源循環推進課へ速やかに必要書類の提出及び緊急用の臨時

車両マグネットの返却を行ってください。 

㊟ 緊急用の臨時車両マグネットは、申請後直近の平日の翌日以降は使用できません。 

 対応に関する問い合わせは搬入する処理施設へお願いします。本庁舎へご連絡いただいても

対応できません。 

⑸ 緊急時（土・日・祝日の故障等）の対応 

① 搬入する処理施設の職員の指示に従うとともに、当該施設へ「臨時車両等使用承認申

請書」を提示し、緊急用の臨時車両マグネットの貸与を受けたうえで業を行ってください。 

② 申請後直近の平日に、資源循環推進課へ速やかに必要書類の提出及び緊急用の臨時車

両マグネットの返却を行ってください。 

③ 日曜日のマグネット貸与はありません。申請直後直近の【本庁開庁日（平日）は資源

循環推進課、土曜・祝日は清掃工場】にてマグネット貸与を受けること。（FAX した写し

を持参すること） 

㊟ 緊急用の臨時マグネットは申請後直近の平日以降は使用できません。 

日  曜 土曜・祝日（日曜の祝日を含む） 

臨海工場での臨時車両 FAX(072-282-7870)受付 

（日曜のマグネット貸与はありません） 

東工場又は臨海工場での臨時車両対面受付 

（マグネット貸与はあります） 

 



一般廃棄物収集運搬業の手引き 新旧対照表 

現行（資料編 P.資 22（堺市一般廃棄物収集運搬業に係る許可事務取扱要領）） 改訂後（案） 

第 5 条 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 5 条 

 

 

 



一般廃棄物収集運搬業の手引き 新旧対照表 

現行（資料編 P.資 58） 改訂後（案） 

   

 


